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最新の環境省レッドリストに基づく絶滅危惧種の状況
○

○
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（参考）国内希少野生動植物種の指定区分
○

その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物種であって、政令で定めるもの。

次の各号のいずれにも該当する国内希少種であって、政令で定めるもの。
一 商業的に個体の繁殖をさせることができるものであること。
二 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。

次の各号のいずれにも該当する国内希少種であって、政令で定めるもの。
一 種の個体の主要な生息地若しくは生育地が消滅しつつあるものであること又はその種の個体の生息若しくは生育の環
境が著しく悪化しつつあるものであること。
二 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ないものでないこと。
三 繁殖による個体の数の増加の割合が低いものでないこと。
四 国際的に協力して種の保存を図ることとされているものでないこと。

譲渡し等捕獲等
指定区分

それ以外販売・頒布目的それ以外販売・頒布目的

原則禁止※１禁止原則禁止※１禁止国内希少種

規制対象外※３規制対象外※３原則禁止※１原則禁止※２特定第一種国内希少種

規制対象外禁止規制対象外禁止特定第二種国内希少種
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（参考）国内希少種の選定要件等

その本邦における生息・生育状況が、人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種で、次のいず
れかに該当するものを選定する。
ア その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情があ

る種
イ 全国の分布域の相当部分で生息地等が消滅しつつあることにより、その存続に支障を来す事情がある種
ウ 分布域が限定されており、かつ、生息地等の生息・生育環境の悪化により、その存続に支障を来す事情がある種
エ 分布域が限定されており、かつ、生息地等における過度の捕獲又は採取により、その存続に支障を来す事情がある種

＜特定第一種国内希少種の選定要件（基本方針第二３）＞
国内希少種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることが可能な種を選定する。ただし、ワシントン条約附属書Ⅰに掲載さ
れた種（我が国が留保している種を除く。）又は渡り鳥等保護条約に基づき、相手国から絶滅のおそれのある鳥類として
通報のあった種に該当する場合には選定しない。

国内希少種のうち、次のいずれにも該当するものを選定する。
ア 第二１（１）イ又はウに該当する種
イ その存続に支障をきたす程度に個体数が著しく少ないものでない種
ウ 生息・生育の環境が良好に維持されていれば、繁殖による速やかな個体数の増加が見込まれる種
エ ワシントン条約附属書Ⅰに掲載された種（我が国が留保している種を除く。）及び渡り鳥等保護条約に基づき、相手
国から絶滅のおそれのある鳥類として通報のあった種以外の種
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予算合計（百万円）

国内希少種の指定状況と予算

○

○
○

700種

法改正法改正

■種の保存法改正案 附帯決議（衆参）
＜2013年法改正時＞希少野生動植物種等の指定は、＜略＞当面、二〇二〇
年までに三百種を新規指定することを目指し、候補種の選定について検討
を行うこと。
＜2017年法改正時＞国内希少野生動植物種の指定は、科学的知見を最大限
に尊重して実施することとし、当面、二〇三〇年度までに七百種を指定す
ることを目指し、候補種の選定について検討すること。

（百万円）（種）
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都道府県制定希少種保護条例の現状とこれまでの推移
○

○
○
○

※複数の都道府県に分布している種については、一部の都道府県で指定されていても1種としてカウントしている。
また、最新の環境省レッドリストに掲載されていない種、市町村条例指定種は本集計の対象外とした。
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都道府県希少種保護条例数と指定状況の推移都道府県希少種保護条例の制定状況



種の保存法と希少種保護条例をめぐる課題
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（参考）「施行状況評価報告書」における指摘

■2025年６月に公表された種の保存法の「施行状況評価報告
書」における種の保存法と希少種保護条例にかかる指摘
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種の保存法と都道府県条例の制度比較①

９



種の保存法と都道府県条例の制度比較②

10



市町村における希少種保護のための条例の制定例

○ 都道府県に加え、市町村が希少種保護を目的とした条例を制定している例も多く見られる。
○ 市町村条例では、種の保存法や都道府県条例と共通する内容がある一方で、独自の制度が設けられている場合もある。
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種の保存法と都道府県条例の指定種の重複状況

○
○
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13

国内希少種の指定による都道府県条例での指定解除の例



•

自治体へのアンケート結果①
○ 希少種保護条例を制定済みの自治体から寄せられた有効回答42自治体（都道府県:23、市町村:19）の
うち、希少種保護条例に種の保存法上の根拠を持たせるべき、または条件次第では持たせるべきと回答し
た自治体数は22（52%）。

○ 「持たせるべき」と回答した主な理由としては、「予算や人員確保の根拠として」が最も多く（４件）、
次いで「保全施策実施の根拠あるいは条例の正当性強化のため」（３件）であった。
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自治体へのアンケート結果②
＜自治体アンケートにおいて寄せられた個別意見の例＞









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特定の地域で特に絶滅のおそれが高い種の例
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希少種保全における国と地方自治体の連携・役割分担にかかる現状と課題

17



今後の希少種保全における国と地方自治体の役割分担の在り方（案）
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役割分担を前提に今後考えられる種の保存法の在り方（案）
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議論のポイント

■
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